
 

鳥取県告示第613号 

家畜商法（昭和24年法律第208号）第３条第２項第１号に規定する講習会を次のとおり開催する。 

 

  平成23年11月１日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 開催日時 

  平成23年12月14（水）及び同月15日（木）午前９時から午後５時まで 

２ 開催場所 

  倉吉市東巌城町２ 鳥取県中部総合事務所第204会議室 

３ 講習の科目及び時間 

 (１) 家畜の取引に関する法令 ４時間 

 (２) 家畜の品種及び特徴 ４時間 

 (３) 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 ６時間 

４ 受講手続 

 (１) 受講申込書の交付 

    受講申込書は、鳥取県農林水産部畜産課及び鳥取県ホームページ（http://www.pref.tottori.lg.jp/)にお

いて交付する。 

 (２) 受講申込方法 

   (１)の受講申込書に、写真（受講申込書提出前６月以内に撮影した無帽の正面上半身像のもので､縦3.5セ

ンチメートル×横3.0センチメートルの大きさのものとする。）及び講習会受講手数料（3,540円）に相当す

る額の鳥取県収入証紙を貼り付けて、平成23年11月30日（水）までに５の場所に提出すること。 

５ 受講申込書の提出先及び問合せ先 

  〒680－8570 鳥取市東町一丁目220 

鳥取県農林水産部畜産課 

電話 0857－26－7290 


